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長谷川委員　厚狭郡医師会長就任おめでとうござ
います。今日はお忙しいところ、ありがとうござ

います。はじめに新会長になられてのご心境をお

伺いしたいと思います。

河村会長　会長になり半年が過ぎました。父が開
業医でしたので、私はいわゆる二代目です。父は

約 40年間、厚狭郡医師会の先生方や地域住民の理

解と協力を得ながら、健康と命にかかわる仕事に

生涯携わってきました。私もその環境の下、医師

として育てていただきました。少しでもお世話に

なった皆様に恩返しが得きればということで、会

長を引き受けました。医政がめまぐるしく変わる

中、また、価値観の多様化にどう合意形成を図り

ながら運営するかで、自問自答の毎日です。大変

な役を引き受けてしまったと実感しております。

長谷川委員　半年経つとますます大変さが実感さ
れますね。

河村会長　そうですね、会長になって初めて医師
会運営の大変さがわかります。はたからみていま

すと、苦労を十分理解しておりませんでしたが、

実際に引き受けてみますと、私に欠けている細や

かな配慮と相当な体力が必要だと思い知らされま

す。

長谷川委員　まずは厚狭郡医師会のご紹介をお願
いいたします。

河村会長　A会員が 25 名、B会員が 4名、総勢
29 名の小さな医師会で、入会率は 100% のまと

まりのよい組織です。この 1年間で 4名もの大

先輩を次々に失いショックを受けておりました

が、平成 22年度には 4名の新入会員を迎えるこ

とができ、その若い力に期待しているところです。

平成 20年に山陽市民病院が廃院となり、この地

域から基幹病院がなくなりました。しかしながら、

地域には各診療科の専門医がおられ、医師会全体

で総合病院の役割を果たしていると自負しており

ます。

長谷川委員　総合病院の代わりということです
が、特に充足したい科はありますか。

河村会長　充足したい科といえば、産科婦人科、
脳外科くらいでしょうか。あとはそれぞれ専門医が

おりますので、各診療所に分かれてはいますが、一

と　き　平成 22年 10月 28日（木）
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つの地域としては、総合病院に必要な科は揃ってい

ると思います。

長谷川委員　厚狭郡医師会は加入率 100% でよ
くまとまっておられますが、特に力を入れたいと

ころはございますか。

河村会長　平成の大合併で厚狭郡がなくなり、県
下では珍しい二つの自治体にまたがる医師会にな

りました。会員や住民に不都合が生じないように

近隣の医師会との意思疎通を今まで以上に図りた

いと思っております。

長谷川委員　行政は山陽小野田市になったわけで
すが、厚狭郡医師会のかたちはこのまま存続にな

るのでしょうか。

河村会長　合併前に、厚狭郡医師会で臨時総会を
開き、今後の厚狭郡医師会の有り方をどうするか

を協議しました。そのとき、自治体合併がどうな

ろうとも、厚狭郡医師会は今の形のまま存続する

ということを会員の総意で決めております。それ

にしたがって厚狭郡医師会を維持、運営している

ところです。

長谷川委員　地域医療連携について伺いますが、
基幹病院がなくなり、現在患者さんを送る病院は

どちらでしょうか。

河村会長　二次医療圏の中で、特に宇部市医師会
が中心となり、病診連携、診診連携、地域連携パ

ス事業がスタートし、かなり進んでおります。そ

の中で連携は今までどおりとなっております。山

陽市民病院は小野田市民病院と統合されましたの

で、山陽小野田市民病院や山口労災病院、小野田

赤十字病院と連携し支障はないと思っております。

長谷川委員　車だと、どの病院も遠くないですね。

河村会長　そうですね、車だと 20分以内で基幹
病院に行けます。

長谷川委員　厚狭郡医師会の特徴は少ない人数で

意思統一がうまくいき、連携がとれていることで

しょうか。

河村会長　厚狭郡医師会の特徴としては、平成
23 年 3 月に第 50 回生の准看護師を卒業させる

ことになっております。30 名弱の医師会員で、

半世紀にわたり准看護師養成事業を続けてこられ

たのは、全会員が一所懸命、力をあわせてやって

こられたからだと思っております。

長谷川委員　すばらしい事業ですね。看護師養成
事業は会員の各科の先生方の講義など、協力がない

とできませんね。

河村会長　皆さんには大変お忙しい中、講義を
受けもち、育成にご尽力いただいており、大変感

謝しております。やはり会員の強い＊いがないと

50 年も続けられなかったと思います。そういう

意味ではこじんまりした医師会ですが、絆や団結

力はしっかりしていると思います。

長谷川委員　厚狭郡医師会の中で委員会など、会
合で皆さんが集まる機会は頻繁にございますか。

河村会長　主な事業が准看護師養成ですので、な
かなか個々の委員会を作って活動するのは難し

いのが現状です。現在活動しているのは胃がん検

診です。透視フィルムや内視鏡など読影委員会を

作って活動しております。また、肺がん検診では、
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読影委員会を小野田市医師会と合同で立ち上げ、

小野田市医師会と一緒に事業をしております。

長谷川委員　厚狭郡医師会と小野田市医師会との
交流はいかがですか。

河村会長　そうですね、やはり同じ自治体になり
ましたから、意識しながら少しずつ交流を深めてい

きたいと思っております。学術講演をお互い後援し

ておりますので、その行き来もあります。小野田市

医師会主催の研修会に厚狭郡医師会員が参加したり

という交流は少しずつできていると思います。

長谷川委員　山口県医師会や日本医師会にご意
見、ご要望をお願いいたします。

河村会長　政権交代とともに、日医の政治的スタ
ンスはまだまだ紆余曲折あるだろうと思っており

ますが、日本の医療の方向性だけは、政治と切り

離して、日医がリードするくらいの意気込みで取

り組んでもらいたいと思います。県医師会はよく

がんばっていると評価しております。マスコミと

のよい関係をこのまま維持してほしいですね。こ

の数年、対外広報に力を入れておられますが、わ

れわれの主張が曲げられることなく意図した＊い

が、そのまま一般県民に伝わるよう、鋭意努力さ

れますよう要望します。

長谷川委員　河村会長が医師を目指されたきっか
けを教えてください。

 

河村会長　父が医師で、また親戚にも医
師が数名いましたので、いつの間にか医

師になっておりました。また身近に憧れ

の整形外科医がおりましたので、無意識

のうちに目標になっていたのかもしれま

せん。残念ながら、これといったしっか

りした崇高な志はありませんでした。

長谷川委員　会長に就任され忙しい毎日で
すが、気分転換やご趣味を教えていただけ

ますでしょうか。

河村会長　私は体育会系で、スポーツを見るのも
するのも大好きです。大学時代は硬式テニス部に

所属しておりましたが、センスに恵まれなかった

ので試合には出られず、いつも応援要員でした。

今はその反動で、学生時代以上に熱中し、時間が

あれば試合に出ております。いまだにうまくはあ

りませんが、ストレス解消にテニスは欠かせませ

ん。平成 22年 10月に全日本医師テニス大会を宇

部市で開催しました。総勢約 350 名、全国からの

参加者で大盛会でした。そのとき県医師会をはじ

め、近隣医師会にはあたたかな後援をしていただ

き、大変感謝をしております。

長谷川委員　最後に座右の銘をお願いいたしま
す。

河村会長　特にありませんが、「寛容と調和」を
戒めに心がけております。私は些細なことですぐ

あつくなる性格ですが、会長という職は組織のた

めに冷静かつ適切な判断が求められます。多様な

考え方を許容し、その中から合意を見出す辛抱強

い調整能力と説得させる能力が必要となります。

常に謙虚で冷静、偏らない結論が導けるようにと、

自分に言い聞かせております。

長谷川委員　本日はお疲れのところ、ありがとう
ございました。先生のますますのご活躍をお祈り

いたしております。
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林  弘人先生のご紹介をいたします。

先生は昭和 32年 10 月 8日生まれで、大阪府の

茨木高等学校を卒業後、山口大学医学部に進まれて

昭和 58 年 3月に卒業され、昭和 62 年 3月に山口

大学大学院博士課程を修了されました。学生時代は

サッカー部に所属されていたと伺っています。

昭和 58 年 4 月に山口大学第 2外科に入局さ

れ、平成 8 年 4 月から病棟医長、平成 10 年 5

月より第 2外科講師、平成 12年 4月から国立下

関病院（現独立行政法人国立病院機構関門医療セ

ンター）外科医長となられました。

平成 17 年 4 月からは関門医療センターの研

修部長となられて研修医の教育に力を注いでおら

れます。そして平成 21年 4月から関門医療セン

ターの副院長と研修部長を兼任されています。ま

た平成 18年からは山口大学医学部臨床教授も併

任されています。

経歴からも非常に真面目な人物像がみえてく

る気がしますが、飲みに行ってかなり遅くまで飲

んでも、乱れた姿を見たことがありません。

趣味を尋ねると、まず始めがワークショップ

という答えで、指導医養成ワークショップに年間

10 回ほど参加されるとか。中でも富士研で聖路

加国際病院理事長の日野原重明先生と出会われ、

毎年参加するのを楽しみにしておられるそうで、

何度か日野原先生のお話しを聞きました。その他

に料理、旅行、釣り、ワインだそうです。ワイン

はかなりお好きなようで、知識もなかなかのもの

です。ご家庭にはゴールデンレトリバーの愛犬が

いて、最近は犬だけしか相手をしてくれないとこ

ぼしておられました。

研修医の指導に力を注いでおられ、臨床研修

で日本をリードしていく病院を目標に全力投球を

されています。

今年の 10 月に下関市が開催当番で、九州各

県の県庁所在地の医師会が集まって懸案を協議し

合う、九州首市医師会連絡協議会が開催されまし

た。メインゲストとして日本医師会会長の原中勝

征先生をお呼びしたのですが、空港への送迎を含

めて、誰が原中会長のお世話を担当するかという

ことが問題になりました。私は林先生以外にはで

きないと判断して、担当に推薦しました。われわ

れの期待に違わず、二日間にわたって立派に大役

を果たされました。

このように誰に対しても折り目正しく誠実に、

常に細かい心配りをしながら接することのできる林

先生は、下関市医師会期待の星です。県医師会にお

いても必ずや活躍してくれることと信じています。

〔記：下関市医師会　石川　　豊〕
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今月の 視点今月の 視点

理 事 茶 川 治 樹

山口県における

　5 歳児発達相談の取り組み

5 歳児発達相談の重要性
平成 22年 10 月 5日、新山口駅前の山口グラ

ンドホテルにて、山口県小児科医会の主催で「5

歳児発達相談研修会」が開催された。県立大学の

林　隆教授の基調講演の後、平成 22年度の下関

市・長門市・岩国市の 5歳児発達相談の取り組

みが報告された。平日の夕方にもかかわらず、会

場には 150 名以上の参加者が集まった。主催者

によれば、会場に入りきれないため事前に参加を

断った方もいたとのことであった。参加者の半分

が幼稚園・保育所の幼稚園教諭や保育士であり、

ほかは行政、医療関係者、教員などであった。5

歳児発達相談がこれほど関係者の関心を集める理

由は、発達障害児の早期発見と早期対応が重要で

あると感じているからである。

発達障害児の早期発見は重要であるが、3歳

児健診では幼児期の行動特徴に多様性があるた

め、発達障害の診断は困難であることが多い。3

歳児健診で発達障害が見逃された場合、年長さん

( ６歳前後 ) の秋の就学時健診まで発達障害の発

見に視点を当てた幼児健診は実施されていないの

が現状である。しかし、就学時健診で発達障害が

疑われた場合、就学までの期間が半年程度しかな

く、保護者の受け入れや小学校での支援クラスの

創設などが難しいことも多く、発達障害児が良好

な環境で学校生活を送ることを困難にする可能性

がある。

よって、発達特性に視点を当てた５歳児発達

相談が重要なわけであるが、すべての発達障害児

をスクリーニングすることや、詳細な発達診断を

行うことが目的ではない。事前に配布する質問票

に、保護者が児の気になるところをチェックする

ことにより、今まで感じていた「気づき」を認識

してもらうことが目的である。５歳児発達相談は

発達障害の単なる診断事業ではなく、発達障害の

疑いのある児の保護者の「気づき」を、具体的な

子育て支援や就学支援へと繋ぐ事業である。相談

を希望する保護者に対して、自分の子どもの発達

特性を理解してもらい、養育上の困難感への支援、

集団生活上の課題の支援、就学先選択の相談、な

どを関係者が行うことを目的としている。

発達障害とは
発達障害とは、自閉症（広汎性発達障害とも

いう）、注意欠陥多動性障害（ADHD）、学習障害

（LD）の三つをいう。発達遅滞という言葉があるが、
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支援を開始し、必要に応じて療育機関を紹介して

いる。

保護者に配布する相談票は、生活上の困り感

を問う質問となっており、保護者又は園のどち

らかから相談希望があれば対応し、相談会場は

各幼稚園・保育所とした。この相談票には、少

しの時間もじっとしておられない、こだわりが

ある、会話が苦手である、極端に寝つきが悪い、

極端な偏食がある、ごっこ遊びができない、か

んしゃくがひどい、排泄がオムツである、など

の項目がある。

保護者が相談を希望した場合の初回面接では、

市保健センターの保健師と市子ども支援課の保育

士の 2名体制で子どもの発達特性を把握し、対

応の助言をして経過観察とするか、何らかの支援

が必要かを判断する。初回面接で対応の判断が難

しい児については「支援方針会議」で検討する。

この会議には、支援学校の地域コーディネーター

や療育センタースタッフなどが出席し、園へのス

タッフ派遣・療育施設への受診などの対応を決定

する。

初回面接で経過観察となった児には、1～ 2

か月後に「困っている状況が改善したか」、約半

年後（又は年度末）には「対応が定着したか」「就

学への不安がないか」など、市の保健師が定期的

に連絡を取り経過を把握することとした。定期的

な連絡にて「状況が改善しない」「場面によるム

ラが大きい」などの場合、再度「支援方針会議」

を開き、次の相談ステップ（療育施設への受診・

専門スタッフの派遣など）に進むことにしている。

今後の県内の 5歳児発達相談の課題
平成 23年度以降は県の事業は終了し、5歳児

発達相談事業は各市町が実施主体で取り組むこと

になっているが、市町で温度差があるのが現状で

ある。県内でも先進的に取り組んでいる下関市・

長門市・岩国市などのシステムを参考に、ほかの

市町も積極的に取り組まれることを期待したい。

市町の担当者が 5歳児発達相談事業の開始に

向けて動き出すためには、各郡市医師会の乳幼

児保健を担当している先生方が、行政に対して

５歳児発達相談事業の推進を促し、小児科医や

園医を中心に協力していくことが重要であると

考える。県医師会においても、５歳児発達相談

事業の取り組みを側面から支援する必要がある

と感じている。

参考資料：5歳児発達相談マニュアル（山口

県小児科医会）

今月の 視点今月の 視点
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歳末放談会 医師会はどう政治と向き合うか

と　き　　平成 22 年 11 月 11 日（木）16 時～ 17 時 30 分
ところ　　山口県医師会館　5階役員会議室

司会　本日の歳末放談会のテーマは、現実を動か
しているのは政治で、何かを変えようと思えば政

治とかかわらざるを得ませんので、医師会の先生

方のご意見を伺いたく、このようなテーマにさせ

ていただきました。堅苦しいテーマではございま

すが、向き合い方にもいろいろあり、全くかかわ

らないというのも一つの向き合い方ですので、さ

まざまなご意見を伺いたいと思います。

　初めに木下会長のご挨拶をお願いいたします。

木下会長　広報委員会に引き続きまして、広報委
員の先生方には恒例の歳末放談会にお付き合いく

ださいまして、誠にありがとうございます。今回

のテーマは政治に関することですが、医師会活動

の中では、政治は少なからずタブー視されること

もありますが、医師会活動と医政活動とがはっき

り線引きできないところもあり、医師会活動から

全く政治のことを除くというわけにはまいりませ

ん。その点では、本日の企画は非常にいい企画だ

と私自身は思っております。

　特にいま、中央でも政治の世界は混沌としてお

ります。あれでいいのだろうかということさえ、

しばしばあるわけです。政治の世界だけでなしに、

日本医師会も何となくぎくしゃくしているように

思えます。こういうときにこそ、地元山口県では、

医師会はいかにあるべきか、医政活動はどうやっ

ていったらいいかということを考えながら、この

テーマに取り組んでいきたいと思います。これか

らしっかりお互いに意見を交換したいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

お題①　7月に行われた参議院議員選挙をどう
分析するか
司会　最初のお題は 7月の参議院議員選挙をど
う分析するかということですが、参議院の定数は、

皆さんご存じのとおり 242 人で、今回 121 人が

改選となりました。結果は、民主党 44、自民党

51、みんなの党 10で、与党 110 、野党 132 と

なりました。

　民主党が敗れた最大の原因として、菅総理が消

費税を上げると言ったこととされていますが、自

民党は、消費税を 10% に上げて社会福祉に使う
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うことになりました。来年の新年互礼会も代表発

起人会では従来どおりでいこうという結論に達し

たんです。

　その中の大きな理由は、山口県は保守王国で、

自民党関係者との信頼が極めて強い状況にあるこ

とと、もう一つは今の民主党の体たらくをみてい

たら、本当にこれでやっていけるのだろうかとい

う考えですね。いま内閣支持率も急激に落ちてき

たし、これから始まる APEC が、ひょっとしてう

まくいかなかった場合、いろいろマスコミの批判

を浴びるようなことになったら、もう菅政権はも

たないんじゃないかという声さえ聞かれます。民

主党については、まだまだこれからも見極める必

要があるのではないかと考えるのです。

司会　ありがとうございました。3人の候補を、
支持又は推薦で、総得票数が 17 万票で、3人と

も落選するという残念な結果になったわけです

が、候補者を一本化できなかったこととか、選挙

に関心をもとうと思ってももてないというか、自

主投票にしたというような、まとまりのなさなど

があって、非常に残念な結果になったと思います。

　選挙で闘う目標が明確でないと、やはり団結も

できないし、どうしようもないようなところがあ

ると思います。どちらにしても、いまの社会福祉

を考えると、消費税とかいうのは、今回は尻すぼ

みになりましたが、どうしても上げざるを得ない

というような状況が出てくると思います。

　

◆　参議院議員選挙をどう分析するかですが、も

う少し長いスパンからの観点も必要かと思います

ので、追加いたします。自民党は、戦後の一時期、

東西の冷戦時代の主義主張が衝突していたときに

は、ある価値観を提示し、存在意義があったと思

います。しかし、それが崩れて、世界が新しいグ

ローバルな競争時代に突入した現在、自民党は新

たな価値観を提示できぬまま、ずるずるときてし

まいました。去年の衆議院選挙も、ある種の歴史

の大きな流れの中の変換であって、やはり代わっ

たからこそ、例えば非核三原則の中にもウソや欺

瞞があったと表明できるようになったのではない

でしょうか。オバマさんではないけれども、チェ

ンジだと。

　しかしチェンジはしたけれども、民主党に国の

運営をするだけの能力、気構えがなかった。いま

揺り戻しが来ていて、尖閣諸島の取り扱い等をみ

ていると、国を任せるには危ないなあということ

が、国民にも分ってきた。第二次世界大戦後、イ

ギリスで保守党から労働党へと、やはり代えたけ

れども、すぐだめだとなったが、その後労働党も

徐々に成熟して行ったという歴史の先例もある。

　イギリスの例のように、政治家も国民も政権交

代で勉強して、より高い成熟レベルとなったよう

に、去年の衆議院で政権が代わったことは、私は、

ある意味必然変化の一ステップだと思っている。

それが今度の参議院で揺り戻しが来ているという

事でしょう。したがって、一つはわれわれはそう

いう大きな流れの中にいるんだという認識をもつ

こと。もう一つは政治家もそうだが、むしろ国民

がより立派な政治とはどういうもので、どうした

らいいのかということを学ぶスタートの契機にし

たらどうかということです。

司会　ありがとうございました。いままで、アメ
リカの庇護のもとに日本はぬくぬくと育ってきた

環境もありますが、アメリカの立場もだんだん弱

くなって、日本も独自の道をだんだんと歩まない

といけないし、国民一人ひとりも、そういう混沌
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の中にあって、どうのような選択を迫っていった

らいいかということは考えないといけないと思い

ます。消費税についてはいかがお考えでしょうか。

◆　一般にみんなが言っているのは、まず無駄を

省けなんていう言葉、それが最初だろうという考

え方なのですが、どうも仕分け作業なんかをみて

いても、当然、無駄を省かなければいけないので

すが、検証しなければいけないとか、あるいは法

改正をしなければいけないとか、これは時間のす

ごくかかるような感じがするんですよね。だから、

やはりこれはもう、消費税はすぐ上げるという議

論を開始していいと思います。税率はわかりませ

んが。

　でないと、無駄を省いてから消費税を上げると

いう考え方だと、ずいぶんかかってしまうのでは

ないかと思うんです。だから、もう消費税開始の

議論を始めるべきだと思います。

◆　私もその意見には大賛成なのです。ただ、い
まのまま消費税を上げると、すべての医療機関が

損をします。だからその前に、医師会としては、

例えば医療材料とか薬品とかにかかっている消費

税をゼロにしてもらうか、あるいは何らかの還元

をしてもらわないと、ただでさえ医業経営が苦し

い状況で、消費税だけが倍になると、いまの体制

のままでいけば、病院の支出も倍に増えるという

格好になりますので、そのあたりも整備してやっ

ていかないといけないと私は考えております。

◆　あまり医療界の利害を表に出すと、私はよく

ないだろうと思うんですよね。だから、損税のこ

とをうんぬんする前に、医師会としてもっとやら

ないといけないことがあるだろうと思います。一

つは、医療、福祉、介護をどのレベルにするかで、

まず国民の合意を得ないといけないと思います。

例えば、今のまま自己負担3割でいいのかどうか。

2割にした方が良いのではないか、1割ではいけ

ないのかといった議論をきちんとやらないといけ

ないだろうと思います。

　消費税を上げたが、医療のレベル、福祉のレベ

ル、介護のレベルが変わらないということになっ

てくると、また国民から反発がおそらく出てくる

だろうと思います。消費税を上げたらこれだけよ

くなりましたよという形にもっていかないと、国

民も納得しないと思います。その上で、損税のこ

とをきちんとしてもらうという順番があるだろう

と私は考えております。

◆　このたびの参議院議員選挙のときに、西島議

員に付いて県内を回ったんですが、彼が一貫して

主張していたことは、「消費税を上げないと、も

う、これからの社会保障はもたない」ということ

で、10%にするというものでした。

　医療機関の損税については、窓口で患者さんか

ら消費税を取る代わりに、患者さんの窓口負担を

下げ、高額療養費の上限を下げることで患者さん

の負担をその分だけ少なくするという案で、わか

りやすいなと思ったのですが、西島候補が落選し

てしまいましたから、大変残念だったなあと思い

ます。

司会　ありがとうございました。セットでやって
いくという案には賛成です。それでは、次の題に

移りたいと思います。
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お題②　医師会を代表する国会議員がいなくて
できることは何か
司会　医師会の要望を国政に活かしていく最も効
果的な方法は何かということで討論を進めていき

たいと思います。

◆　組織候補は、あまり役に立たないのではない

かという前日医会長もいます。組織候補よりも、

与党や内閣のトップ、ナンバーツーとか、そうい

うところに直接ものが言える日本医師会でないと

いけないという考えです。

　これは間違いだと思うんですよ。政府のトップ

が、医師会の要望を容易に「はいはい」と聞くわ

けがない。聞いたふりはするかもしれませんが。

やはり、組織内候補というのは絶対必要だと思い

ます。もし、組織内候補がない場合、次に重要な

のは、地元選出の国会議員です。結構私たちのこ

とに耳を傾けてくれますし、そうしてもらおうと

思ったら、彼らの地元での選挙に一所懸命、目に

みえる形で応援しないとだめ。今回も、事業税の

ことに対する要望書を出したのですが、若手の議

員さんからすぐ電話がかかってきて、「やってみ

る」という返事でした。日本医師会のほうから指

示が来て、地元の国会議員にアタックしてくれと

いうことでしたので、行ったのですが、そういう

ところは大事だと思います。地元の国会議員は常

に大事にしないといけないと思っております。

司会　非常に明確な答えをありがとうございま
した。いま医師で現役国会議員の先生というのは

15 人います。参議院に 8人いて、民主党 3人、

公明党 2人、国民新党 2人、自民党 1人。それ

から衆議院で 7人いて、民主党 4人、公明党 1人、

社民党 1人、自民党 1人ということになってい

ますが。ネットでみた限りでは、医師の議員によ

る超党派の連盟か何かつくって、それで活動した

らどうかという意見もあったようです。先ほどの

明確な答えとは、またちょっと違いますが、そう

いうことに関してはどうでしょうか。医師は、政

治からワンクッションおくような格好で、医師

である国会議員に働きかけるというような視点で

す。

私は、それも一つ、やっていい方法だとは思

いますが、そうすると、いろいろな党の集まりで

すから、医師としてのコアの部分というのは保て

るかとは思いますが、どうでしょうか。

◆　ほかのことでも、超党派で何かやったらどう

かというのは、今も昔も言いますよね。けれども、

うまい具合いったためしがあるでしょうかね。私

は、うまい具合いかないのではないかと思うんで

すけどね。医師であるという職業が共通していて

も、超党派は無理だと思います。

◆　それは 9月にそうする予定との発表をみた
のですが、その後、何か動きはあったんでしょう

か。

◆　それはよく知りませんが、外交と同じで、多

チャンネルで、いろいろなルートを使ってやれば

いいと思うんです。ただ、どこをメインのルート

にするかということは大事な選択です。医系議員

の集まりはそれなりに役に立つと思われ、そこに

も関与をもったらいいと思いますが、それが一番

有効なのか、というと疑問です。これまでのよう

に組織内候補がいいのか、それとも現日医会長が

言っているように、トップの辺りと交流を持てれ

ば有効な対応がとれるのか、難しいところであり

ます。

　私は、西島議員から直接話を聞いたり、報告を

聞いたりした限りでは「ああ、やっぱり、（西島

議員のような）組織内候補は必要なんだな」とい

う実感・印象はもっています。しかし、政権交代

の時代に入った今、それが本当に正しい選択かど

うかは断言できません。

昔もあったんですかね、医系議員の会という

のは。
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これが精一杯かなと思います。

◆　会報記事に書いたのですが、17 万票という

と、16 万なんぼ会員がいますから、夫婦の人が

そのうち 7～ 8割いたとすれば、それだけでも

20 万票から 30 万票くらいいっていいはず。私

は子どもにもお願いしているので、わが家は少な

くとも 5票あったはずなのに、それでも十何万

票しかならないわけですから、本人が入れていな

いのはもちろんのこと、家族も入れていないとい

う、非常に哀れな状況だということがわかります。

　加入率を増やすにしても、もう一つ私がよくわ

からないことがあります。前から私は言っている

んですが、若い先生方はどこに自分たちの要求を

もっていっているんだろうか。自分たちの医療に

対する考えの実現は、いったい誰に働きかけてい

るのか。武士は食わねど高楊枝で、ただ自分たち

は何もしなくても、周りがしてくれるというよう

に、若い先生たちは思っているのだろうか。

　自分たちのいま置かれている状況が非常に厳し

いのは、医師会のせいだ、医療界のせいだ、政治

のせいだと言っていたのでは実現できない世の中

になっているんですね。自分たちが声を上げない

といけない時代ですから、医師会のせいだ、何の

せいだと言う前に、まず自分たちの理想を実現す

るためには、何をすべきか、どう行動すべきか考

えてほしいですね。

　先ほど言われたように、政治家といくらパイプ

をもっていても、自分のバックに票をもたない人

がいくら言っても、それは、「まあ、わかったわかっ

た」と、意見の一つとして聞いてはいるでしょう

が、明らかにたくさん票をもっている人から言わ

れると、もういまは選挙ですから、どうしても、

たくさんの票を握っている人のほうの話を優先的

に聞くということになります。

　まず今回、この 17万票しか取れなかったとい

うのは天の鉄槌だと思って、これを逆に、災いを

転じて福となすということで、日本医師会が自分

たちにそぐわないと思っているのなら、入会して、

自分たちの都合のいい組織に、自分たちの声を出

して改革していけばいいでしょう。勤務医が圧倒

的に多いわけですし。

　いまのところ、医師会以外に医師の声を代弁し

ているところはほとんどないんですよね。その現

実を、やはり医師全員がもっと認識して、医師会

をうまく利用するという考えを皆さんに宣伝して

いくべきと思います。ただ増やしただけでは、み

んな勝手な意見を言って、医師会は混乱します。

そこを克服してまとまる努力が必要です。現在は

日本全体が混沌としています。それが政治にその

まま出ています。

　やはり、そういう混沌とした国には、混沌とし

た政治家しか育たないわけですね。どうしようも

ない政治家みたいな人もおられるわけですから。

何の意見もない、ただ政治家になればいいという

感じの政治家の方が、上の人からすれば、都合が

いいでしょう。

　そういう政治家を選んだのは、やはり国民です

から、医師会も、医師会員が医師会をよくしない

とできないということを、もっとわれわれ自身が

働きかけて、勤務医の先生方にも、「じゃあ、先

生たちはどうしようとしているのか。どうやって

自分たちの理想を実現しようとしているのか」と

いうことを、語りかけていかないとだめなんじゃ

ないかなと私は思っています。
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司会　ありがとうございました。医師会自体も、
広報活動をしないといけませんが、私も勤務医は

もっと参加すべきだと考えています。しかし、な

かなか現実的には入っていただけないですよね。

そのあたり、どうですか。

◆　当会執行部も、勤務医の加入促進をすごく重

点課題に挙げているんですが、加藤智栄先生もこ

の 4月から日医の代議員になられ、今回の個人

質問で勤務医の加入の問題を質問されましたが、

すなわち年会費だとかあるいは入会金の共通化、

低額化あるいは手続き、特に異動時の簡素化、そ

ういったことを日医も考えたらどうかという質問

だったんです。いつも「検討してみます」、「定款

の関係もありまして」と、こういう答えなのです

よね。

　だから、定款なんぞは変えればいいと思うわけ

で、私は山口県も郡市医師会に定款を変えてくれ

とお願いしているんですが、なかなか本気になら

ないし、そのへんが歯がゆいところなのです。も

う、定款を変えるかどうのこうのって、何年考え

ているのでしょうか。ほんと、すごい前から、定

款を変える、検討すると言っている。今回の日医

の返事も、たしか「やります」ではなかったです

よね。

◆　ちょっとした動きがありましたね。アンケー

ト調査を日医はしております。

司会　もう少し入りやすいような組織に変えてい
ただきたいですね。それと、先ほど宣伝がありま

したけれども、国民に対する訴えかけというのは

非常に大事で、医師会というのは国民から支持さ

れないと、活性化しないと思いますので、そのあ

たりに関してのご意見をお願いします。

◆　いまタバコをやめておりまして、これは怒り

があるんですよね。9月 14 日から少し。300 円

が 410 円になったので、「くそ、800 円でも 1,000

円でもなるぞ」と思ったから、怒りで今やめてお

ります。何とかなりそうなのですが。

　愛煙家も、愛煙家で連盟をつくって政治と向き

合っているかというと、実は向き合っていなくて、

みんな一人ずつですね。怒りがあったときに、怒

りで立ち上がるときと、怒りがあっても無気力に

なるときとあるのですが、ちょっと医師会員も最

近、怒りはあるんだけど、ちょっと無気力な感じ

もあるような気もするんですよね。

　私自身はいま、たばこに怒りを感じていて、

800 円ぐらいになるだろうから、これはたぶん

復活せんぞと思っているのですが。愛煙家の声を

結集してうんぬんというのは、愛煙家も袋だたき

に遭っています。医師会も若干、袋だたきに遭い

そうなときもありますし、誤解がいっぱいありま

すので。医師会というのは、怒りを結集するとい

うか、やっぱり怒りが原動力かなと思うときがあ

ります。無気力にならないでほしいなと思ってい

るんです。

司会　ありがとうございました。こうすれば医師
会は強くなるというようなお考えなどはございま

すでしょうか。

◆　やはり組織ですから、トップの力って非常に

大事だと思うんですね。国会議員をやっていらっ

しゃって、それから県知事とかになる方が結構

いらっしゃいますね。それと同じように、政策に

ものすごく通じておられて、頭のいい官僚とやり

合って、そして国会議員にもどんどんものが言え

るという立場の人を考えてみたら、今回の西島先

生はぴったりじゃないかと思うんですね。だから、

そういう方に医師会長になっていただいて、それ

こそ闘う団体として、やってもらったら

いいんじゃないかなと、つい思ってしま

います。

◆　いま西島先生を医師会長にという話

があるんです。『選択』という雑誌をご存

じですか。これは、一流の新聞記者が匿
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いくという姿勢が問われているのではないでしょ

うか。

　ただ先ほど組織内候補等議論もありましたが、

日本医師会の組織候補を擁立するのであれば、今

から一本化して 3年後を目指すべきで、今から

でも遅いくらいだと考えます。できるだけ早い時

期に日本医師会の全会員が納得するような候補を

擁立していただきたいと思います。

◆　先ほどの、医師会が一致団結するということ

についてですが、さっきの 120 万票集めたよう

な時代というのは、私たちの親の時代の医師だっ

たのですね。そのころというのは、医師になれば、

すなわち医師会員というふうな、そのころは、内

科の先生、外科の先生、そしていろいろな先生と

いうことで、医師になったら、その立場上、医師

会員であるというのはイコールな関係だったよう

に思うんですが。 

いまは、内科の中でも循環器、呼吸器などた

くさん科があって、しかもまたさらに糖尿病の専

門医だったりすると、先生方が、どこに自分が帰

属しているかというと、医師会という前に、まず

内科医会の所属だったり、さらにもっと細かく「私

は糖尿病学会の会員です」ということになり、か

かえている問題もさまざまとなります。どこに自

分がいま属しているかというのが本当に広くなっ

てしまっているんじゃないかなと思うんですね。

それをまた「私は医師会員です」というようにな

るまでにもっていくというのは、ずいぶん大変な

作業という感じがします。 

それで、いまの先生方には、医師会というのは、

あまり身近なものとされていないような、何か事

務手続き上の質問があったら聞くところ、としか

考えられていないように思われます。 

そうすると、医師会の役割を知っていただく

にはどうすればいいのかなと思うのですが、例え

ば、まだ学生のころに、将来医師になったときに、

どのような会や組織があり、何をしているのかを

知っていただく機会があればと思います。いま都

会だとフリーターのような医師もたくさんいると

聞いています。そうするともう本当に、どうやっ

てまとめていけばいいのかというと、手が付けら

れなくなってしまうような感じがします。 

120 万票集めていた時代といまとは、医師の

専門性や職場とかも全く違ってきているのではな

いかなと思っています。そうしたらやはり、学生

のころから、そういう医師会の仕組みや、医療福

祉の制度・政治ともう少し向き合うようにとか、

そういうのをカリキュラムの中に入れてもらって

もいいんじゃないかと時々思います。

◆　医師会は、どうしても活動の中心が、中高年、

開業医がメインになってしまっています。勤務医

の先生方は、年齢的に若い先生が多いし、数の上

からも、そのパワーを活かさないともったいない。

勤務医の先生方にとって参加することのメリッ

トがはっきりわかりやすい医師会になると、また

違ってくるんじゃないかと思います。

　さきほど公的病院の先生方がお忙しいからとい

うお話しが出ていたのですが、そのお忙しい先生

方に早くメリットを還元できる医師会にできると

よいと思います。勤務医の先生方が、会費面でも

時間とかエネルギーの面でも、参加・活動しやす

いシステムで、われわれはそれをサポートできる

ようになっていくといいなと思います。

◆　現在の医師会と政治との距離はこのままでい

いでしょうか。戦後一貫して医師会はルーレット
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た鬼才の佐藤優さんが面白いことを言っているの

で、ちょっと紹介しておきたいと思います。医師

会は自分たちの個別の利益が国民の利益と案外合

致しやすい希有な団体の一つだということを言っ

ていましたね。国民のためを先に言わないといけ

ないのですが、案外それが自分のためにもなる、

そういう団体なのだという意識をもつのもいいの

だと思いますね。

　それと、「医師会入会のメリットがない」とよ

く言われますが、私はそれは現実がわかっていな

いか、少しぜいたくなのだと思います。水や空気

と同じで、きれいな時には、ありがたさがわから

ないだけなのではないでしょうか。それこそ、も

うちょっと惨めになったら、「ああ、医師会、た

しかにやってくれていた」と認識されるのでは。

メリットは、それは全然ないわけではなくて、十

分には値しないかもしれないけれども、それなり

にまああると思いますよ。そこはちょっと一つ

言っておきたい。

◆　確かに、組織率を上げるということは大切な

ことだろうと思います。ただ、これから政治が二

大政党時代になってきたときに、この組織内候補

は、自民党だから私は支持しない、民主党だから

支持しないと、内部で分裂してしまえば、全然意

味がないわけですよね。

　だから、候補を擁立するまでは、喧々諤々たる

協議をしてもいいのですが、一旦この人でいこう

といったときには、その人で一本化するような組

織をつくらないとだめだろうと。

　いま、選挙集団として最も組織立った活動を

やっているのは、私は創価学会だろうと思うんで

すね。だから創価学会に学ぶということが大切。

◆　私は日医がうんぬんというよりは、山口県の

医師会がどう向かうかということだと思います。

やはり地元選出の国会議員とか県議会議員との連

携を深めていくというのは大切だろうと思ってい

るんですね。私たち役員は、いろいろなところで

接触があったりするんですが、特に若い先生、勤

務医の先生方には全くその場がないのじゃない

か。ぜひ医師会が仲介立って、そういう場を継続

的につくって、言いたいこととか鬱憤とかを直接、

議員にぶつけさせてみたらおもしろい。次代を担

う若い人を養成していくということが必要ではな

いかと思っています。

◆　武見・西島両議員を相次いで落としたのは、

日本医師会にとって大きな損失だったと思いま

す。西島先生は医療の最前線のことを非常によく

知っておられましたし、武見先生は法文とか制度

に強い法律家でありました。

　この二人のコンビは非常にうまくいっていたの

に、相次いで落ちたいきさつの始まりは、小泉内

閣のときの郵政選挙なのです。郵政選挙のときに、

時の日医会長が、ぎりぎりまで態度をはっきり表

明するなと二人に言ったのです。

　これを診療報酬改定のカードに使おうとしたら

しいのですね。それで、なるべくこの二人を高く

売りつけようとしたもくろみが、この『歪んだ権

威』という本に書いてあるんです。

　ところが二人は、そういうわけにいかないと。

自分の政治生命もかかっているといって反発した

らしいです。それ以後、その二人と当時の日医会

長の間がぎくしゃくしました。

　そのようなわけで、前の武見先生の選挙では

18 万票取ったけれども、次点で落ちましたね。

今回の西島選挙もその延長なのです。
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　それで、医師会活動と医政活動については、確

か昭和 47年だったと思いますが、当時の東京都

の渡辺真言会長という方が有名な言葉を言ってい

ます。「政治なくして医政なし、医政なくして医

療なし」。

　医療の中には医療政策、医療行政、医療制度な

ど、そういう表現があって、政治抜きには決着が

つかないことがたくさんあるんですね。ゆえに地

域医療をやろうとしている私たちにとっては、医

政活動というのは、これは不可避であります。や

らなくてはならないもの。両立して、うまくすみ

分けてやるという考えで、山口県医師連盟はこれ

をきちんと整理して、やってきております。

　それで私たちは、医政活動を成就しようと思っ

たら、選挙活動までしなければならず、これは医

師連盟活動として、医政活動と分けて考えており

ます。医師会活動、医政活動、医師連盟活動がそ

れぞれ存在するわけです。医師連盟活動というの

が、すなわち選挙活動であります。

　この選挙活動というのは、藤井元会長がしきり

に言われたんですが、「選挙運動をやるときが最

も山口県医師会が一致団結して一枚岩になれる」

と。結局、同じ認識を共有するわけですね。同じ志、

同じ考えを共有することができる。それで一所懸

命やる。こんなことは、医師会活動の中において

も、あまりないだろうということを言われまして、

私自身もそれを体験して、まさに、そう思いまし

た。やはり、医師連盟活動、選挙活動は、組織を

強化します。これは大事なことだと思います。

　さらに組織強化ということになりますと、勤務

医、特に若手の勤務医を取り込む必要があります。

また、若手の勤務医にも医政活動を理解してもら

うことが大事だと思います。

　それで勤務医の問題や女性医師の問題について

も十分とは言えませんが、少しずつ成果を上げて

きていると思います。先ほどの日医の代議員につ

いては、山口県は 5人のうち 2人が勤務医から

出ているわけで、加藤先生には毎年代議員会で、

若手勤務医の立場としての意見、提言をしていた

だいているところです。

　ただ、政治でも何でもそうですが、意見とか提

言がすんなり受け入れられるかといったら、これ

は並大抵のことではありません。ほとんどは受け

入れられませんね。それを受け入れさせるにはど

うしたらいいかといったら、やはり組織強化や、

先ほど言われた医師連盟活動における集票能力

といいますか、そういうことは大事ではないかと

思っています。

司会　ありがとうございました。非常に難しい
テーマについて、討論いただきました。ありがと

うございます。来年、世界的に有名な『Lancet』

という雑誌がありますが、日本の皆保険制度に

ついて特集号を組むことになっているそうです。

1961 年、国民皆保険になってから、ちょうど来

年で 50周年になりますので、特集が組まれるの

だと思います。

　だから、世界的にみたら非常に優れた制度な

のに、国民はあまりそう思っていないというのが

非常に残念です。日本の医療のいいところを、ど

んどん伸ばしていけるようなきっかけにもなって

いったらいいと思っています。

　医師会が政治力を発揮して、日本の医療がいい

方向に向かうことを祈念して、この放談会を終わ

りたいと思います。本日は、どうもありがとうご

ざいました。（終了）
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山口県医師会
第 165 回定例代議員会

開会宣言
　保田議長、定刻、代議員会の開会を告げる。

人員点呼
保田議長　本日の代議員会は、山口県医師会理事
の補欠選挙を行う。選挙規則第 15条に、選挙人

の氏名について点呼を取るようになっているとこ

ろ、立候補者が定数どおり 1名であり、第 23条

により投票を行わないで当選人を決定することに

なるので、点呼を省略したいがよろしいか。

　( 異議なしの声 )

　保田議長、出席代議員の確認を求める。

事務局、確認の上、議員定数 64名中、出席議

員 61 名であり、定款第 35 条に規定する定足数

を充足していることを報告。

保田議長、会議の成立を告げ、会長挨拶を求

める。

会長挨拶
木下会長　本日は、第 165 回山口県医師会定例
代議員会を開催いたしましたところ、代議員の

先生方にはお忙しい中を

ご参席いただき、誠にあ

りがとうございます。山

口県医師会の会務運営や

業務活動につきましても、

平素からご理解とご協力

を賜り、心から感謝申し

上げます。

　さて、歴史的な政権交代があって 1年が経過

しましたが、景気の低迷は長引き、雇用も改善さ

れる兆しはみられないようです。医療関連につい

て、たとえば高齢者医療制度にしても、あるいは

医療安全調査委員会に関する法案にしても目立っ

た進展はないように思われますが、民主党政権に

なっても医療における市場原理主義の導入は着々

と進んでいるようで、ライフ・イノベーションに

よる健康大国戦略と称して、富裕層を対象に健診

や医療等の健康サービスと観光のパッケージを提

供して外貨を稼ごうとする「医療ツーリズム」を

展開しようとしています。これは、医療を営利

化し、混合診療の解禁や医療への株式会社参入

等が必須となり、国民皆保険制度崩壊にもつなが

と　き　　
　平成22年10月28日（木）
　　　15：00 ～ 16：20
ところ
　　山口県医師会館
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鋭意取り組んでいるところであります。

　いま入ってきた情報ですが、厚生労働省の医

師臨床研修推進室は、本日 10月 28日、平成 22

年度の医師臨床研修マッチングの結果を発表しま

した。それによると、山口県ではこれまで最高で

あった平成 21 年度のマッチング数 82 名を 3名

上回って、今年度は 85名となっておりますので、

私たちの取り組みが実ったといえるかもしれませ

ん。その他、会内・会外の数多くの事業活動に取

り組んでおりますが、各担当理事の先生方はみん

なベテランばかりですので、大部分が円滑に遂行

されており、うれしく思っているところです。

　山口国体まであと 338 日となりました。医師

会としても救護やドーピング対策、募金活動に

対して全面的に協力することを表明して参りまし

た。あとわずかですが、募金がまだ目標額に達し

ておりません。ご協力をお願い申し上げます。

　本日は役員の補欠選挙がございますので、よろ

しくお願いいたします。代議員の先生から私たち

執行部に対して、大変有意義な 2題の予告質問

をいただきありがとうございます。担当の常任理

事が説明いたします。また、審議として二つの報

告事項と一つの承認事項が上程されています。慎

重審議の上、ご承認下さいますようお願い申し上

げまして、ご挨拶といたします。

会議録署名議員の指名
保田議長、会議録署名議員に次の 2名を指名。

猪熊　哲彦　( 宇部市 )

水津　信之　( 防　府 )

山口県医師会理事補欠選挙
保田議長　選挙を行うため、議場を閉鎖し、代議
員の議場からの出入りを禁止する。

　保田議長、山口県医師会役員の欠員は 1名であ

り、候補者は林　弘人君 1名であるので、選挙規

則第 23 条の規定により、林　弘人君を投票によ

らずに当選人とすることに異議がないか、代議員

に諮って決定。任期は平成 24年 3月 31日まで。

　山口県医師会理事　　林　弘人　( 新 )

挨拶
林　理事　この度は伝統ある山口県医師会理事に

ご選出いただきまして、誠

にありがとうございました。

もとより会員の皆様に、ど

れだけお役に立てられるか、

甚だ不安ですが、精一杯会

務に励む所存でございます。

木下会長並びに役員の先生

方、そして医師会員の先生方におかれましては、

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げま

す。本日はありがとうございました。

議案審議
議長、報告･承認事項を一括上程。

報告第 1号　日本医師会代議員会の報告
杉山専務理事　10 月 24 日、日本医師会館で第
123 回日本医師会臨時代議

員会が開催されたので、そ

の報告をする。

原中日医会長は挨拶の中

で、新執行部は「ねじれ執

行部」と言われていたが、

ある意味「オールジャパン」

になったと自負されていた。個別の問題では、医

療ツーリズムや特定看護師や消費税などについて

もがんばっていくとのことで、単に政策を押し付

けられるのではなく、医師会自ら「提言する」と

いう意をもって言動し、2年後の医療･介護の同

時改定に向けてがんばるとのことであった。会内

の問題では、一人ひとりが「医師会員であるとい

う自覚」をもたなければ、医師会は強くならない。

「開かれた医師会」を目指し、会長への直接提言

である「目安箱」を設置し、会長直接選挙もめざ

して、委員会で検討している。これに関連して、

地域医療をするためには医師会加入を義務付ける

ことの法制化も視野に入れて検討中とのことだっ

た。

　議案は第 1号議案「平成 21年度日本医師会一

般会計決算の件」、第 2号議案「平成 21 年度医

賠責特約保険事業特別会計決算の件」、第 3号議

案「平成 21年度治験促進センター事業特別会計
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決算の件」、第 4号議案「平成 21年度女性医師支

援センター事業特別会計決算の件」で、全会一致

で承認された。

　質疑応答において、代表質問では、指導大綱･

監査要綱の見直しについて、原中会長が回答され、

「実態調査を行っている。日医改正案は検討中で、

厚労省と見直しの協議にも合意している」と明言

された。また鈴木日医常任理事が、「問題となっ

ているところは、集団的個別指導の類型区分が現

在にマッチしていないこと、個別指導に目標数が

設定されているのがおかしい」と述べられた。

　ライフ・イノベーションによる健康大国と日医

の対応について、中川日医副会長が「自由診療市

場の拡大と混合診療の解禁に向けて、政治を含め

た大きな力が働くことは明白で、医療の営利産業

化は日本国民が受ける医療に格差をもたらす。医

療介護に需要・雇用創出力はあるが、生産性牽引

の大きな力はなく、それを期待するのは筋違い。

現政権にも市場原理主義者や医療の新自由主義的

改革を行おうとする国会議員がたくさんおり、日

医は最後の砦で、以前と同様あくまで反対で、そ

の方向で努力する」と回答された。

　個人質問では、当県の加藤智栄代議員が「弱く

なった医師会を強くするための提言」を行った。

今村　聡日医常任理事が「勤務医の労働時間につ

いては、現場実況調査研究を行い、日医として働

き方のガイドライン作成を検討している。筋の通

らない医療裁判に日医として明確な見解を社会に

示すことは重要で、今後も迅速な対応を心がける。

医師会の移動手続き簡素化については、現在アン

ケート調査を行っており、結果をふまえながら検

討する」と回答された。

　公益法人改革について、公益法人と母体保護法

第 14条の人工妊娠中絶手術を行える医師の指定

問題があるが、これについては、「公益社団や一

般社団などの法人形態にかかわらず、従来どおり

都道府県医師会に指定権限を保持すべく、国と交

渉を続けているがまだ結論はでない。日医として、

国や都道府県に指定権が移ることは断固として阻

止していく」と今村定臣日医常任理事が回答され

た。

　控除対象外消費税の早期撤廃については、藤川

日医常任理事が「医療機関の消費税負担の実態は

きわめて深刻で、最重要項目に掲げて関係機関に

働きかける」と回答された。

　診療報酬点数表 ( 体系 ) の簡素化については、

鈴木日医常任理事が「診療側と支払い側で同床異

夢の状況となっていて、バランスの取れた簡素化

を目指したいと考えている」と回答された。

　介護保険関係では、3つの質問があり、危惧さ

れる医師はずしの介護保険制度改正について、三

上日医常任理事が「基本チェックリスト任意化に

忸怩たる思いがある」と回答。介護療養型医療施

設廃止の撤回について、介護サービス事業公表制

度の廃止については、「当然であり、今後も中止

していく」と述べられた。また「介護サービス情

報は手数料廃止の方向になっているが、条例で前

倒しも可能なので、なるべく早くよい方向にもっ

ていく」と回答された。

―詳細は日医ニュースを参照。

報告第 2号　平成 22 年度山口県医師会上半期
の事業報告
小田副会長　4月から 9月までの本年度上半期事
業の主な部分を報告する。

庶務関係では、4月 1日、

2日にかけて、第 122 回日

本医師会定例代議員会、第

68 回日本医師会定例総会

があった。このたびは、役

員改選があり、原中執行部

が誕生した。4月22日には、

山口県医師会第164回定例

代議員会を開催、平成 22年度の予算と事業計画

が提案され、承認された。5月 29 日から 30 日

にかけて中国四国医師会連合総会が高知県で開催

された。6月 13 日には、第 64 回山口県医師会

総会を山口市で開催した。また、木下会長の方針

で役員交代の郡市医師会に訪問して懇談・懇親を

深めていく事業について、上半期は大島郡医師会、

防府医師会、宇部市医師会、厚狭郡医師会、美祢

市医師会、萩市医師会を訪問している。上半期で

理事会 11回、常任理事会 5回を行い、会務、事

業遂行に役立てている。

保険関係について、診療報酬改正に伴う日医

のレセプト調査では、大病院、小児科、産科、救
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急に手厚い診療報酬がつけられたために、プラス

の結果が出ているが、中小病院、診療所は、むし

ろマイナスの結果が出ている。5月 13日、27日

の中国四国厚生局との保険指導打合せについて、

厚生局による指導が強化されていることは間違い

ない。集団的個別指導、新規個別指導等、指導大

綱の見直しを強く叫ばねばならない。8月 28 日

及び 9月 7日の保険指導にかかるピア・レビュー

について、これは度重なる指導にもかかわらず、

改善されない保険医療機関に対して、監査になる

前に、自浄作用という意味合いも含めて、医師会

が積極的に指導していくというもので、医療機関

側もおおむね理解、協力を得られている。

生涯教育について、4月より新しい制度がス

タートし、5月と 9月にそれぞれ第 116 回、第

117 回の生涯研修セミナーを開催した。参加者

が少ないのが心配だが、講演の内容、講師等なお

一層充実してまいるので、ぜひ参加をお願いした

い。

勤務医・女性医師について、今年度は地域医

療再生基金を活用して、山口県臨床研修推進セン

ターを医師会内に設置し、若手医師の確保に事業

を展開しているところである。4月に臨床研修医

との懇談会、7月に臨床研修指定病院合同説明会

へ参加、8月に選考会開催、第 2回山口県臨床研

修医交流会などを開催した。9月には女性医師を

取り巻く諸課題とその対策のテーマで女性医師と

の座談会を開催した。そのほか、女性医師参画推

進部会理事会を 2回開催、ワーキングループの

会議を 4回開催した。

医事法制について、医事案件調査専門委員会

を 6回開催、全体の案件数としては、やや減少

傾向といったところである。

地域保健について、来年は山口国体が開催さ

れるので、国体関係の会議が増えている。医師会

の役割としては、主に救護と医師の出務である。

今後は、市町の実行委員会との連携を密にして、

より具体的なマニュアル作り、研修会の実施等が

必要となってくる。競技開催の郡市医師会には、

ご協力をお願いしたい。8月 19 日に郡市医師会

予防接種担当理事協議会を開催し、今年度のイン

フルエンザ予防接種等について協議した。

医政対策について、参議院議員選挙では医師

会として岸候補と西島候補を推薦、応援した。岸

候補は当選したが、西島候補については残念な結

果となった。われわれ執行部の力不足ということ

であったのではないかと思っている。

　会務、事業の詳しいことは、随時広報していく。

上半期の事業は、おおむね順調に執行されている。

皆様方には、今後もさらなるご理解、ご協力をお

願いし、報告を終える。

承認第 1号　平成 21年度山口県医師会決算
田村理事　平成 21年度決算の概要について説明
する。平成 21 年度の決

算額は、当期収入合計額

4 億 5,920 万 4,817 円、

前期繰越収支差額の 1億

1,303 万 706 円を合わせ

ると 5 億 7,223 万 5,523

円、当期支出合計額は、

4億 7,325 万 213 円であ

り、その結果、次期繰越収支差額は9,898万 5,310

円となった。

収入の部
Ⅰの会費及び入会金収入は2億7,278万7,150

円で、そのうち会費収入は 2億 6,178 万 7,150

円で、予算と比べ 0.2％の減となった。 入会金収

入は 1,100 万円で、予算と比べ 45％の減となっ

ている。  

Ⅱの補助金等収入 (1 億 310 万 780 円 ) につ

いて、1の補助金収入は 3,284 万 5,250 円となっ

ている。2の委託費収入 (6,985 万 5,530 円 ) は、

新規として新型インフルエンザ医療体制検討調査

研修事業、災害救急医療情報利用促進及び医療機

能情報調査事業、女性医師保育等支援事業である。

　休日がん検診体制事業の委託費については、年

度当初の実施計画に比べ事業実績が少なかったた

め、約 1,380 万円の減額となっている。

　Ⅲの雑収入 (4,464 万 3,027 円 ) について、主

なものは各種保険取扱いの事務手数料が約 2,700

万 5,816 円で、全体の約 60.5％を占めている。

そのほか、山福株式会社の配当金、労働保険事務

組合報償金、マンモグラフィ講習会・糖尿病療養

指導士講習会の受講料等がある。
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立預金、財政調整積立預金であり、それぞれ予算

通りとなっている。

Ⅴの繰入金支出（200 万円）は医師互助会会

計への支出である。

  以上支出合計は 4億 7,325 万 213 円、執行率

は 81.2％である。

　以上で平成 21年度決算についての説明を終わ

る。決算内容については、公認会計士の点検を経

て、監事の監査をいただいていることを申し添え

る。何卒慎重ご審議の上、ご承認いただくようお

願い申し上げる。

監査報告
武内監事　平成 21年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、

その収支は妥当なるものと認める。

平成 22年 9月 2日

監事　山本　貞壽

監事　武内　節夫

監事　藤野　俊夫

質疑応答
1. 地域医療貢献加算について
藤本繁樹議員（下関市）　下関市医師会では去る
10 月 2 ～ 3 日 に「第 47

回九州首市医師会連絡協議

会」を開催した。九州 8県

の県庁所在地のある市（首

市）と下関市の医師会役員

約 240 名が出席し、医療

問題について協議した。

初日は、「地域医療と診

療報酬」というテーマでシ

ンポジウムを行い、日本医

師会の原中勝征会長にもご

参加いただき、「地域医療貢献加算」、「再診料 69

点統一」、「オンライン請求」等について活発な意

見交換が行われ、「努力が報われる医療点数を」、

「時間外加算・再診料の大幅アップを」、「医療の

現場に即した診療報酬を」、「非常に厳しい状況に

ある有床診療所の入院基本料を採算の合うレベル

まで引き上げてほしい」等、多くの先生方が切実

に訴えられた。

二日目は、原中日医会長が「地域医療と医療

政策」というテーマで講演された。その中で、「地

域医療貢献加算」について、これは、再診料のマ

イナス分を補填する目的で、地域の先生方が学校

保健や産業保健などで活躍されていることに対す

る報酬の意味で設定されたものであったが、いざ

実行の段階で条件が追加され、「24時間拘束」の

イメージが付いたままのスタートとなったと言及

された。

日医の調査によると、本加算を算定している

のは、わずかに全医療機関の 20 ～ 30% で、今

回の協議会に際してのアンケート調査でも約

30％であった。しかし、下関市医師会の調査では、

本加算の算定・非算定を問わなければ、60 ～

80％の医療機関が昼夜を問わず、受け持ち患者

に対応していると答えている。

現実に、これだけ厳しい医療情勢の中で、数

点といえども決して馬鹿にはできない。そこで、

質問及び要望をさせていただく。

一点目は地域医療貢献加算について、山口県

医師会としてはどのようなスタンスであるのか。

原中日医会長の言われるように、できるだけ算定

するように勧めるのか、それとも静観されるのか、

伺う。

二点目は時間外加算、再診料及び有床診療所

の入院基本料のアップについては、次期診療報酬

改定に向けて強く日医へ声を上げていただきた

い。

西村常任理事　一点目について、当初当会でもい
ろいろ議論があり、24 時

間 365 日拘束されるのでは

ないか、また対応の不備で

訴訟問題に発展するのでは

ないかという懸念があり、

一部郡市医師会でも算定を

見合わせるようにという通

知があったかと思われる。

しかしその後の通知やQ&Aにおいて算定要件が

少しずつ明らかにされた。当会では当初より、3

月 18日付け事務連絡で示したとおり、地域の「休

日・夜間診療所」を連携施設として届け出れば

下関市

藤本繁樹議員
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算定要件を満たすと考えていたが、その後、4月

30 日付けの厚生労働省「疑義解釈」により、準

夜帯の対応については、「休日・夜間診療所」と

の連携でよいと示された。また、深夜帯につい

ては、7月号の県医師会報掲載の中国四国医師会

連合各種分科会で報告したとおり、「留守番電話」

の録音機能を使い、コールバックは翌日 ( できる

限り速やかに ) でもよいと見解をお伝えし、この

要件で中国四国厚生局は届出を受理している。そ

の後もこの加算点数を取り巻く環境は、以前ほど

厳しくないと見受けられる。届出の状況は、全国

平均で 32%であるが、山口県では 15%程度と中

国四国ブロックでは最も低いところである。たし

かに、この加算を届け出ることにより、医事紛争

が発生した場合などは、不利を被る恐れがあるの

ではないかとのご意見もあるが、現在のところは、

そこまで厳しい算定要件とはなっていないようで

ある。もちろん、各医療機関の考えが最優先であ

るが、当会のスタンスとしては、当初の見解どお

り、地域の「休日・夜間診療所」等を拠点として、

地域の医師が日頃行っている診療そのままで加算

していただければよいと考えている。

二点目については、当会の「医療保険対策プ

ロジェクトチーム」において検討し、入院中の患

者の他医療機関受診における取扱いの見直し、並

びに時間外加算 ( 夜間・早朝加算 ) の大幅な増点

を含め、日医診療報酬検討委員会へ意見提出の準

備をしている。

矢野忠生議員 ( 宇部市 )　宇部市医師会では、3
月の段階で、できるだけこの加算をとらないよう

にと文書を回した。中国四国厚生局が届け出する

医療機関として認める認めないの問題ではなく、

患者が許さないだろうということである。有床診

療所や支援診などは 24 時

間 365 日対応できるが、そ

れ以外のところは 100% は

ありえない。留守録でよい

ということだが、例えば運

転中は電話は出られず、数

時間後に目的地について

チェックしたとする。その

場合、患者はすでに決着が

ついていることもある。わ

れわれにとって「主役は患者」である。危険な思

いはしたくないということで、算定は控えるよう

にという文書を宇部市医師会員に出した。参考に

していただきたい。

2. 宇部市への児童相談所の設置について
冨田 　茂議員 ( 宇部市 )　宇部市には児童相談所
がないため、緊急を要する一時保護の場合、山口

市の中央児童相談所に職員

派遣を依頼している。これ

までは宇部市ではこども福

祉課等で、ある程度の対応

はできていた。しかし、児

童保護施設への一時保護や

入所の措置の判断は県の権

限に委ねられるため、適切

な対応が遅れることがある。

児童相談所の設置は県の権限となっており、宇

部市では長年にわたって設置を再三要求している

が、いまだ実現に至っていない。圏域（宇部市、

山陽小野田市、美祢市）の問題として、山口県医

師会からも宇部市への児童相談所の設置を是非要

望していただきたい。

　第一段階として、宇部健康福祉センターへの児

宇部市

矢野忠生議員

宇部市

冨田　茂議員

表 1：宇部市の家庭児童相談室への相談件数
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
件数 341 664 633 657 712 541 790 539

※ 上記の件数のうち、約 50％が児童相談所の支援の必要なケース

表 2：宇部市の虐待相談件数
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
件数 37 38 43 38 38 49 36 42
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童心理司の配置を県に要望し、代替機能をもたせ、

将来的に児童相談所設置の方向へもっていくこと

も必要ではないかと考える。

　この半数がほぼ児童相談所の支援が必要なケー

スで、年々増大傾向にある。また宇部市の虐待相

談件数について、あまり大きな変化はないが、年

間必ず 40件前後となっている。宇部市では平成

16 年に死亡例があり、その年から虐待防止委員

会ができ、活動している。こういうことが実を結

ぶとよい ( 表 1、表 2参照 ) 。

濱本常任理事　ご指摘のとおり児童相談所の設置
の権限は山口県であり、現在、

県内には 5か所 ( 中央、岩国、

周南、下関、萩 ) に設置され、

宇部市は中央児童相談所の管

轄になっている。現状として、

児童相談所の設置基準は、標

準団体人口 170万人で 2か所

とされ、また、専門職の児童

福祉司の配置基準は人口 5万人から 8万人に 1

人とされ、中央児童相談所の場合、管轄人口 58

万 3千人で、児童福祉司は 10人配置されている。

県としては、児童相談所の設置、職員体制につい

て、国の基準を上回った配置をしておられると思

うが、近年の児童を取り巻く環境は、核家族化、

少子化の進行とともに、児童虐待問題が深刻化し

てきており、よりスピーディで専門的な対応が求

められるところである。

宇部市医師会からの要望として、過渡的対応の

児童心理司の配置も含め、児童相談所の設置につ

いて、県医師会からも県に要望することとしたい。

　自民党山口県連環境福祉部会や山口県報道懇

話会 ( マスコミ ) にも、要望していきたい。また

11 月は児童虐待防止キャンペーン月間となって

いるので、なるべく早めに要望をしていきたい。

参考
・児童相談所の設置基準 ( 地方交付税算定基準 )

標準団体 : 人口 170 万人　2か所

・児童福祉司の配置基準(児童福祉法施行令第2条)

人口 5万人～ 8万人に 1人

中央児童相談所管轄人口 :583 千人 (H21.10 推

　　　　　　　　　　　　　計人口 )

〃　　　児童福祉司 :10 人 (1 人当たり人

　　　　　　　　　　　　　口 5万 8千人 )

・平成 16 年度の児童福祉法の改正により、児童

家庭相談に応じることを市町村の業務として法律

上、明確にし、住民に身近な市町村に積極的な取

り組みを求めた。また、県の役割を専門性の高い

困難なケースヘの対応や市町村の後方支援に重点

化した。このため、県では、市町職員の資質向上

のための研修会や児童相談所に設置している児童

家庭アドバイザーの業務に市町との連絡調整業務

を加えるなど、市町の後方支援を行ってきた。

採決
　保田議長、採決に入る。承認第 1号について、

賛成の議員の挙手を求め、挙手全員によって可決

された。
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ある。主役は患者さんたちである、との発言が力

強かった。

順調に決算が可決された後、新公益法人制度

改革への対応が報告された。

当面は非営利一般社団法人に移行し、将来的

に公益認定を受ける方向で検討している。母体保

護法指定医の指定は公益法人ならできるので、日

医としては従来通り県医師会が指定権限を保持す

べく交渉を続けていくという回答を得た、とのこ

とである。

来年開催される山口国体の会員募金が目標額

に達していないので募金活動をさらに推進すると

の話もあった。県が厳しい財政情勢の中で、健康

福祉部予算をここ数年間増額させている積極的な

取り組みに呼応しての方針としている。周南地域

で生活していると、普段あまり意識しないが、山

口市へ来ると建設工事中の道路建物など、国体へ

の準備が進んでいるのを実感する。山口県内の景

気と雇用回復にも効果があると信じたい。

「医療ツーリズム ( メディカルツーリズム )」と

いう言葉が印象に残った。簡単に言えば海外旅行

先の病院で検査や治療を受けることである。

真野俊樹氏の「グローバル化する医療」によ

ると医療の指標として、コスト・アクセス・質が

あり、三つのうちどれか欠けているものを補うた

めに医療ツーリズムが起こると分析している。

　「コスト」について、アメリカの保険会社に

よっては、医療費節約のため交通費を支援してで

も、東南アジアの国へ行かせる例をあげている。

「アクセス」の例として、イギリスからインド

への医療ツーリズムの場合、イギリス国内での時

間的アクセス制限　( 待ち時間が月単位と極端に

長いこともある )　が根底にあるとしている。

そして、より良い高度な医療の「質」を求め

ての移動は、それ自体は当たり前で自然な流れで

あるが、必要条件としてお金のある人だけに限ら

れるため問題が生じてくる。

では、なぜアジアの新興国で医療ツーリズム

の受け入れが盛んなのか？

国策として医療ツーリズムを推進しているタ

イを筆頭に、シンガポール、インドなどでも医療

産業を盛んにすることにより外資を得て国を豊か

にし、さらには弱者へも分配しようという発想が

ある。しかし今現在、弱者にしわ寄せがきている。

医療の二極化を覚悟の上で経済発展を優先させ、

将来的に富の分配も目指す方針とも言える。

ちょうどNHKのクローズアップ現代でも、医

療ツーリズムを取り上げていた (11 月 8 日 NHK

総合テレビ「外国人患者を獲得せよ、光と影」) 。

最も先行しているタイの現状を映しており、医師

不足と医師の偏在がますます深刻になっていると

訴えていた。

平成の開国と言われるが、医療面でもアジア

の国々の動きから目が離せない。

参考図書： 真野俊樹「グローバル化する医療　メ

ディカルツーリズムとは何か」岩波書店 ,2009









平成 22年 12月 山口県医師会報 第1804 号

1054

常任委員会
　13 時 30 分から常任委員会があり、最初に高

知県医師会長で中国四国医師会連合委員長の永野

健五郎先生が開会挨拶をされた。

　報告では、日本医師会の高杉常任理事、森下理

事、井戸理事がそれぞれ中央情勢を報告され、当

会の杉山専務理事が平成 21年度中国四国医師会

連合医学会の事業・収支報告を行った。

　その後、協議に移る。協議題は学校医大会の開

催についてのアンケートで、中国四国各県の賛否

両論があり、「地域医療･その他研究会 ｣のテーマ

として協議されることになっているので、その結

果に沿うということになった。

　続いて 14 時 30 分から各種研究会が開催され

た。以下に報告する。

「医療保険・介護保険研究会」
Ⅰ各県からの提出議題
1.「保険医取り消し」処分とその対応について

＜鳥取県＞
厚生労働省の監査要綱によると保険医療機関

指定・保険医登録取り消しの基準は次の 4項目
である。
(1) 故意に不正または不当な診療を行ったもの
(2) 故意に不正または不当な診療報酬の請求を
行ったもの
(3) 重大な過失により、不正または不当な診療
をしばしば行ったもの
(4) 重大な過失により、不正または不当な診療
報酬の請求をしばしば行ったもの

　上記基準に照らし、最終措置は「取り消し処分」、
「戒告」、「注意」となる。
　最近、「取り消し処分」の取り消しを求める裁
判で、一審で勝訴となる事例が散見される。「取
り消し処分」は 5年間であり、その後の生活を
考えると安易な裁定はあってはならない。

平成 22年度 中国四国医師会連合各種研究会

と　き　　
平成 22 年 11 月 6日（土）

ところ
　高知新阪急ホテル
　　　　　　( 高知市 )
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広島県　鑑定人がこれまで議論していない死因を
指摘することは裁判官の医学的知見の不足を補充

するための鑑定制度においては十分あり得ること

であり、鑑定人にこれを禁じることはできないと

考える。　

香川県　新たな鑑定人による鑑定を行うことにな
ると思う。

愛媛県　鑑定事項にない原因事実については、事
実の主張自体もないことから、その主張がなされ

た段階で改めて、同事実を鑑定事項とする鑑定申

請・採否となると考えられる。

高知県　裁判所の判断の資料とされることは否定
できない。不合理と考えられる時は、再鑑定の申

出、鑑定人尋問の申出、私的鑑定意見書の提出、

準備書面の提出を行うこととなる。

8. 医療メディエーター養成について＜愛媛県＞
平成 19 年より取り組んでおり、昨年度は医療

メディエーター協会の四国支部を設立した。活動
内容は医療メディエーター養成講座の開催、医療
メディエーターの認定取得後のフォロー（エキス
パート・スキル向上のための勉強会等）、郡市医
師会や病院施設への出張講演などである。各県に
おける状況や取り組みについて伺いたい。

山口県　今年の 4月 29日に日本医療メディエー
ター協会の中国支部が設立され、当面は養成研修

会の数を増やすということで、認定取得後のフォ

ローまでは進んでいない。山口県はベーシック認

定者（4月時点）4名、アドバンス認定者はいない。

今後、本会が単独に行動することはないが、中国

支部を通して支部主催研修会を本県で開催するこ

とを考えている。

徳島県　本会は取り組んでいないが、今年度中に
“初期対応”についての講演会を開催する予定で

ある。なお、個々の医療機関では養成し始めてお

り、誕生した後に活動が開始されることになって

いる。

鳥取県・高知県　一部の病院では育成に取り組ん
でいるが、本会は取り組んでいない。

島根県・岡山県・広島県・香川県　取り組んでい
ない。

高杉日医常任理事　将来的には考慮するが、今
すぐに必要とは思っていない。各県 ( 各市 ) に設

置されている医療相談窓口の方たちがメディエー

ターの役割を果たしていると思う。

Ⅱ　日医への要望・提言
1. 日医医師賠償責任保険の審査について　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　＜岡山県＞
　多数の審査案件があり無理とは思うが、「賠償
責任審査会」、「調査委員会」の結果について、期
間を限定して返事をいただく、あるいは回答日時
を決め、県医師会に教えていただく等の方法は可
能か。
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平成 22 年 10 月 28 日（木）、標記特別講演

が葉梨之紀日本医師会常任理事を招き開催され

た。当日は第 165 回山口県医師会定例代議員会

が開催され、同時に山口県医師会有床診療所部会

総会を別室で開催した。終了後、特別講演が行わ

れ、代議員、有床診療所部会員、県医役員等が出

席し、聴講した。

木下会長　葉梨先生は、海老名市医師会理事、同
副会長、平成 21年に海老名市医師会長を務めら

れ、今年 4月から日本医師会常任理事としてご

活躍である。本日は有床診療所についてご講演を

お願いする。

葉梨日医常任理事　平
成 21 年 4 月に地区の医

師会長を務めたら、平成

22 年 4 月の日本医師会

の選挙に出るようにと言

われ、ぎりぎりに立候補

し、常任理事になった。

これまで日本医師会の委

員会にも出たことがない

から、いろいろ分からないことが多かったが、な

んとかやっている。

　山口県医師会では、藤原先生がこの 3月まで

日医の有床診療所担当をやっておられたので、先

生方がよく知っていることの繰り返しになるかも

しれないが、お聞きいただきたい。

　また今年 4月から全国有床診療所連絡協議会

会長を仰せつかっている。何か分からないうちに

いろいろな役職がいっぱい重なった。

　今日は、「平成 22 年度診療報酬改定と有床診

療所の今後の役割」ということで話させていただ

く。平成 22年度改定はご存じのように、ほんの

少し（0.19％）上がったのであるが、病院に多

く上がる形で、診療所には少なかった。

　有床診療所については、役割が認められて、入

院基本料が上がった。初めて上がったといっても

いい状態だったが、まだそれでも、とても間に合

わない状態で、最低のところでは、一日入院して、

いろいろ治療をするわけであるが、入院費が、基

本料が一日 2,800 円で、カプセルホテルの一晩

より安いのではないかといわれる、そういう状態

だったが、それが 3,400 円に少し上がった。

　病院の入院料と比べると、最低のところと比べ

特別講演
　葉梨之紀　日本医師会常任理事
　「平成 22 年度診療報酬改定と

有床診療所の今後の役割」　

と　き　　
平成 22 年 10 月 28 日（木）

ところ
　山口県医師会館 6F




